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田辺市農業委員会議事録 

令和２年１０月９日（金）午後２時 田辺市役所第２別館 ３階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１８名 

１番 山崎 清弘  ２番 鈴木 明  ３番 棒引 昭治  ４番  中嶋 正行 

 ５番 福嶋 隆   ７番 廣田 純一郎  ８番 瀧本 和明 

９番 田中 壽一 １０番 青木 登  １１番 日下 崇  １２番 玉置 伸  

１３番 上森 力  １４番 山本 敏夫 １５番 高田 幸安 １６番 川井 洋之  

１７番 長嶝 博司 １８番 松本 平男 １９番 峯園 五郎 

欠席者      ６番 更井 寛司                

事務局 局長 岡内伸午 農地係長 山田富次 企画員 片井恵子 

会議録署名委員  ５番 福嶋 隆  １０番 青木 登 

     

議    長   皆さんこんにちは。台風が近づいてきている様子で、川の水も濁り水かさ

も増えてきているのでご心配事と思います。速やかに進めていきたいと思

っています。それでは、田辺市農業振興地域整備促進協議会を開催いたし

ます。田辺農業振興地域整備計画変更申請について事務局の説明をお願い

申し上げます。 

農振課 稲垣   田辺農業振興地域整備計画変更申請の除外申請について説明いたします。

１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，８

８０㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は畑作です。２番、○○

○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，３５７㎡、他

１筆、合計１，６１５㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は畑作

です。以上２件、編入合計３，４９５㎡です。３番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は７８㎡、地目は登記簿が田、現況

が畑、申請の理由は進入路です。４番、○○○、○○○○、土地の所在は

○○○字○○○○、面積は５０５㎡、他４筆、合計２，６６３㎡、地目は

登記簿が田、現況が畑、申請の理由は分譲住宅及び駐車場兼太陽光発電施

設です。５番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積

は１，２０８㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は自動車修理工

場です。６番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積

は４１９㎡、地目は登記簿が田、現況が畑、申請の理由は一般住宅です。

７番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は２７０

㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は駐車場及び資材置場です。

８番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３９２

㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は一般住宅です。９番、○○

○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は９８０㎡、他１筆、

合計１，２３４㎡、地目は登記簿が田、現況が畑、申請の理由は分譲住宅

です。１０番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積

は１０１㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は駐車場です。１１

番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は２８１㎡、

地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は後継者住宅です。１２番、○○
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○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は６７８㎡、地目は

登記簿、現況共に畑、申請の理由は後継者住宅です。１３番、○○○、○

○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３３０㎡、地目は登記簿、

現況共に畑、申請の理由は一般住宅です。１４番、○○○、○○○○、土

地の所在は○○○字○○○○、面積は６９５㎡、地目は登記簿、現況共に

畑、他１筆、合計１，５０５㎡、申請の理由は分譲住宅です。１５番、○

○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は２３６㎡、地目

は登記簿が畑、現況が農道、申請の理由は農業用道路です。１６番、○○

○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１９４㎡、地目は

登記簿、現況共に畑、他１筆、合計５７７㎡、申請の理由は一般住宅及び

駐車場です。田辺農業振興地域整備計画変更申請、編入２件、編入合計は

３，４９５㎡、除外１４件、除外合計は９，９７２㎡です。総計は６，４

７７㎡です。続きまして、中辺路農業振興地域整備計画変更申請です。 

１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は５３９

㎡、地目は登記簿、現況共に畑、他１筆、合計２，５３５㎡、申請の理由

は太陽光発電施設です。２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字

○○○○、面積は２３８㎡、地目は登記簿が田、現況が畑、他１筆、合計

５８２㎡、申請の理由は太陽光発電施設です。３番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，１３０㎡、地目は登記簿、現

況共に田、申請の理由は太陽光発電施設です。中辺路農業振興地域整備計

画変更申請、除外３件、除外合計は４，２４７㎡です。続きまして、大塔

農業振興地域整備計画変更申請です。１番、○○○、○○○○、土地の所

在は○○○字○○○○、面積は１２．５０㎡、地目は登記簿、現況共に田、

申請の理由は携帯電話基地局１０３㎡の内１２．５０㎡です。大塔農業振

興地域整備計画変更申請、除外１件、除外合計は１２．５０㎡です。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、田辺農業振興地域整備計画変更申請

についてから、逐条審議をお願い申し上げます。１番。私の方から、異議

ございません。続きまして、２番お願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番４番異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番６番異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番から９番異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１１番から１３番異議ございません。 

議    長   はい、１４番。異議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１５番１６番異議ございません。 
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議    長   はい、田辺農業振興地域整備計画変更申請、１６件について異議なしとの

ことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、中辺路農業

振興地域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番から３番異議ございません。 

議    長   はい、中辺路農業振興地域整備計画変更申請、３件について異議なしとの

ことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、大塔農業振

興地域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番異議ございません。 

議    長   はい、大塔農業振興地域整備計画変更申請、１件について異議なしとのこ

とでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、農用地利用

集積計画の合意解約の報告と、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基

本的な構想による利用権の設定について、事務局から説明をお願いします。 

農振課 稲垣   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について報告させていただきま

す。１番、○○○字○○○○、畑、９８０㎡、他１筆、合計５，６０２㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約

をした日は令和２年９月１０日です。続きまして、田辺市農業経営基盤強

化の促進に関する基本的な構想による利用権設定について説明させていた

だきます。１番、○○○字○○○○、畑、２，５２５㎡、他２筆、合計２，

７９６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸

借の生姜、全体で年間１０，０００円、持参払い、期間は令和２年１１月

１日から令和７年１０月３１日の更新です。２番、○○○字○○○○、畑、

２，１５９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

賃貸借の梅、年間２５，０００円、持参払い、期間は令和２年１１月１日

から令和５年１０月３１日の新規です。３番、○○○字○○○○、畑、９

９５㎡、他２筆、合計３，５８８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手

は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年１１月１日から令和

５年１０月３１日の新規です。４番、○○○字○○○○、畑、１，４０５

㎡、他１筆、合計２，３９８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は令和２年１１月１日から令和

１２年２月２８日の新規です。５番、○○○字○○○○、畑、８，１０３

の内５，５９３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○

○、使用貸借の梅、期間は令和２年１１月１日から令和８年７月３１日の

新規です。６番、○○○字○○○○、畑、１，７９４㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は令和２

年１１月１日から令和８年７月３１日の新規です。７番、○○○字○○○

○、畑、２，８４５㎡、他４筆、合計８，８６０㎡、貸し手は○○○、○
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○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅・みかん、期間は令和

２年１１月１日から令和１２年１０月３１日の新規です。８番、○○○字

○○○○、畑、９８４㎡、貸し手は○○○、○○○○、相続人、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間３０，０００円、口座払い、

期間は令和２年１１月１日から令和７年１０月３１日の更新です。９番、

○○○字○○○○、畑、９９３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間６，０００円、持参払い、期間は令

和２年１１月１日から令和１０年６月３０日の新規です。１０番、○○○

字○○○○、畑、５，２２９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年１１月１日から令和３年

１０月３０日の新規です。１１番、○○○字○○○○、畑、４４２㎡、他

１筆、合計９３３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○

○○、賃貸借の梅、全体で年間３０，０００円、口座払い、期間は令和２

年１１月１日から令和５年１０月３１日の更新です。１２番、○○○字○

○○○、畑、４８７㎡、他１０筆、合計８，５８１㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅・みかん、期間は令

和２年１１月１日から令和２２年１０月３１日の新規です。１３番、○○

○字○○○○、畑、１０，２１８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手

は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年１１月１日から令和

２２年１０月３１日の新規です。１４番、○○○字○○○○、畑、１，９

９４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の梅、全体で年間１６５，０００円、口座払い、期間は令和２年１１月

１日から令和２２年１０月３１日の更新です。１５番、○○○字○○○○、

畑、３２９，１５４の内９，５０５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間７６，０００円、口座払い、期

間は令和２年１１月１日から令和１７年３月３１日の新規です。１６番、

○○○字○○○○、畑、３，４３３㎡、他１筆、合計４，０１６㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は令和２年１１月１日から令和７年１０月３１日の新規です。１７番、○

○○字○○○○、畑、４，００７㎡、他４筆、合計９，４７２㎡、貸し手

は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅・みかん、

全体で年間４４０，０００円、持参払い、期間は令和２年１１月１日から

令和３年１０月３１日の新規です。１８番、○○○字○○○○、畑、１，

０３６㎡、他１筆、合計２，０３９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、全体で年間４０，０００円、持参払

い、期間は令和２年１１月１日から令和３年１０月３１日の新規です。１

９番、○○○字○○○○、畑、１２，０１３㎡、貸し手は○○○、○○○

○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間７０，０００円、持参

払い、期間は令和２年１１月１日から令和１２年１０月３１日の新規です。

２０番、○○○字○○○○、畑、２，０４６㎡、貸し手は○○○、○○○

○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年１１月１

日から令和７年１２月２５日の新規です。２１番、○○○字○○○○、畑、
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１，６１６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は令和２年１１月１日から令和２２年１０月３１日の

新規です。２２番、○○○字○○○○、畑、２１７㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年１

１月１日から令和３２年４月３０日の新規です。２３番、○○○字○○○

○、畑、１，０４１㎡、他４筆、合計２，６８２㎡、貸し手は○○○、○

○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、全体で年間４０，００

０円、口座払い、期間は令和２年１１月１日から令和１７年１０月３１日

の新規です。２４番、○○○字○○○○、畑、１，２４９㎡、貸し手は○

○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は

令和２年１１月１日から令和２２年１０月３１日の新規です。２５番、○

○○字○○○○、畑、１，８１０㎡、他１０筆、２５，２３４．１５㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅・

みかん、期間は令和２年１１月１日から令和２２年１０月３１日の新規で

す。２６番、○○○字○○○○、畑、３，３６８㎡、貸し手は○○○、○

○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は令和２年

１１月１日から令和８年１０月３１日の新規です。２７番、○○○字○○

○○、畑、５２３㎡、他２筆、合計１，３６３㎡、貸し手は○○○、○○

○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、全体で年間１３，０００

円、口座払い、期間は令和２年１１月１日から令和５年１０月３１日の新

規です。２８番、○○○字○○○○、畑、５，００９㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年１

１月１日から令和１２年１０月３１日の新規です。２９番、○○○字○○

○○、畑、１，０７８㎡、他８筆、合計１０，８８２㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年１

１月１日から令和１２年１０月３１日の新規です。３０番、○○○字○○

○○、畑、１，５２９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借の梅、期間は令和２年１１月１日から令和７年１０月

３１日の新規です。３１番、○○○字○○○○、畑、１，３９８㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は令和２年１１月１日から令和２２年１０月３１日の新規です。３２番、

○○○字○○○○、畑、３，６８７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借のキウイ、期間は令和２年１１月１日か

ら令和１０年１１月３０日の新規です。３３番、○○○字○○○○、畑、

２３４㎡、他７筆、合計１，７８９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借の梅・みかん、期間は令和２年１１月１

日から令和７年１０月３１日の新規です。３４番、○○○字○○○○、畑、

１８８㎡、他６筆、合計１，５２１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は令和２年１１月１日か

ら令和７年１０月３１日の新規です。合計３４件、９８筆、１５７，７５

５．１５㎡、貸し手３３名、借り手１４名です。ご審議をよろしくお願い

いたします。 
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議    長   それでは、合意解約についてご意見ご質問ございませんか。 

         （なしの声） 

議    長   はい、それでは報告とさせていただきます。 

         続きまして、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による

利用権の設定について逐条審議をお願いします。１番。私の方より異議あ

りません。２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番から４番異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番から７番異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、８番から１２番異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１５番から１７番異議ございません。 

議    長   はい、１８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１８番１９番異議ございません。 

議    長   はい、２０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２０番異議ございません。 

議    長   はい、２１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２１番から２３番異議ございません。 

議    長   はい、２４番。私の方から、２４番から２７番異議ございません。 

議    長   はい、２８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２８番異議ございません。 

議    長   はい、２９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２９番から３１番異議ございません。 

議    長   はい、３２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、３３番 

○○番 委員   ○○番○○です。３３番３４番異議ございません。 

議    長   はい、以上３４件、異議なしとのことでございます。そのように取り計ら 

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で基盤法に係る議案 

         は終了しました。岡本君、稲垣君、有難うございました。 

それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、６番

の更井委員さんより欠席の届けが出てございます。本日の会議録署名委員

に、５番の福嶋委員さん、１０番の青木委員さんよろしくお願いをいたし

ます。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請について、議案第２号
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農地法第４条申請について、議案第３号農地法第２条の規定による農地で

ない旨の証明願について、議案第４号農地の形状変更願について、議案第

５号農地等売渡あっせん申出について、報告第１号農地法施行規則第５３

条第１項第１４号による協議について、を上程させていただきます。それ

では議案第１号農地法第３条申請について、事務局の説明をお願い申し上

げます。 

片井 企画員   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は５．１５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、贈与です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は３，３２３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、売買です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に田、面積は３６０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、贈与です。４番につきましては申請後、取り

下げたいとの申し入れがございました。５番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４９８㎡、他２筆、合計、２，

１１８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買

です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は９９７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は４３７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、売買です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿

が田、現況が畑、面積は１７１㎡、他１３筆、合計２，３９９㎡、譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。９番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２９５㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。１０

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は

２１０㎡、他１筆、合計３５７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、贈与です。以上９件につきまして書類を審査したとこ

ろ、常時従事、全部耕作、周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の許

可できない要件には該当していませんので、許可の要件を充たしていると

判断いたします。ご審議の程よろしくお願い申しあげます。 

議    長   はい、有難うございます。第３条申請の逐条審議をお願いします。１番か

らお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２番について私より、異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   ４番は取り下げとなりました。はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 
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議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番から１０番異議ございません。 

議    長   議案第１号農地法第３条申請９件、異議なしとのことでございます。その

ように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第２号農

地法第４条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

山田  係長   ５ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕畑、面積は１

８０㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は貸駐車場（４台）、

１８０㎡、着工日、工事期間は許可日より１ヶ月以内、農用地の内外は用

途外となっています。隣接同意、水利同意は不要です。この土地は都市計

画用途地域内（第一種中高層住居専用地域）にありますので、第３種農地

です。以上１件につきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、

農地法第４条第２項の許可できない要件に該当しないと判断します。ご審

議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見を賜

りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査報告をさせて頂きます。１０月７日に○○○○

委員さん、岡内局長、山田係長の４名で、今回の４条１件、２条１件、形

状変更１件の計３件を行ってきました。件数が３件なのは初めてでした。

２条案件の場所が○○○○に近く道路が寸断されているような状況でした

が、申請者が○○○○地区に関係があり、○○委員さん前委員の○○さん

で事前に現地調査をされていたため、迷うことなく現場に行くことができ

ました。それでは、議案第２号農地法第４条申請の現地調査報告を私の方

からさせて頂きます。申請地は○○○○の道を○○○○の方向へ行ったと

ころを○○○○へ入ったところになります。現況は休耕畑ですが宅地状に

なっていました。隣接状況は南側及び西側は宅地、北側と東側は市道です。

転用理由は農地としての維持管理が困難になり露天駐車として転用すると

のことです。駐車台数４台、切土盛土なしで現状のまま利用するとのこと

です。排水等は自然浸透及び２方向の宅地内側溝を経由して道路の排水路

に放流となっています。特に問題点もなく、転用許可相当の案件と考えま

す。 

議    長   はい、有難うございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請１件、異議なしとのことでございます。 

         そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第３号

農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明を
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お願いします。 

山田  係長   ６ページをお願いします。議案第３号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が畑、現況が公衆用道路、面積は３５７㎡、他３筆、合計１，３

１３㎡、申請人は○○○、○○○○、申請地は昭和４８年頃に隣接地の○

○○○の夫である○○氏が資材置場及び通路として造成工事し、現在に至

っています。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見を賜

りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。申請場所は○○○○より西へ約１．１ｋｍで○○○○ 

         の○○○○の手前を北側に入ったところです。現況は○○○○と○○○○ 

         が公衆用道路、○○○○が雑種地、○○○○が山林となっています。 

         隣接状況は東側・西側ともに畑・宅地・山林、南側・北側は公衆用道路と 

         なっています。非農地となった理由について、申請地は昭和４８年頃に隣 

         接地の○○○○氏の夫である○○氏が資材置場及び通路として造成工事 

         し、現在に至っています。近隣住民及び地元農業委員の証明もあります。 

         許可相当と考えます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの通りで農地としての面影もありませ

ん。 

         異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願い１件、 

         異議なしとのことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょ

うか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第４号 

         農地の形状変更願について、事務局からの説明をお願いします。 

山田  係長   ７ページをお願いします。議案第４号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３４５㎡、

申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して梅畑に変更したい。着工

日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、隣接同意、水利同意はございま

す。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   それでは、現地調査の代表委員の方の所見を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。申請場所は○○○○より北へ約１ｋｍで県道の新しく○

○○○ができた北側です。現況は畑です。隣接状況は東側が県道、西側は

畑、南側が畑と里道、北側は畑。隣接農地の方の同意があります。地元水

利組合の同意もあります。形状変更の理由は湿畑となっているため、盛土

して梅畑に形状変更を行うものです。内容は盛土６０ｃｍ。雨水は自然浸

透、側溝もあるので問題ないと考えます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの通り異議ございません。 

議    長   議案第４号農地の形状変更願い１件、異議なしとのことでございます。そ
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のように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第５号

農地等売渡あっせん申出について、事務局からの説明をお願いします。 

山田  係長   ８ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は５，８０９㎡、他１筆、合計１３，５０１㎡、

作物はみかん、１０アール当たりの収穫量は３，７００ｋｇ、希望価格は

８００万円、所有者は○○○、○○○○、です。２番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は８１５㎡、作物は柑橘、

１０アール当たりの収穫量は２，０００ｋｇ、希望価格は１００万円、所

有者は○○○、○○○○、です。以上、２件につきまして、ご審議の程よ

ろしくお願いします。 

議    長   はい、有難うございます。それでは地元委員さんの状況説明をお願い致し

ます。       

○○番 委員   ○○番○○です。○○の方の畑ですが、スプリンクーラーはなく、モノラ

ックはあります。温州みかん栽培です。ある方にお貸ししている状態です。 

 ○○○○の畑はスプリンクーラー・モノラックがあります。ポンカンと梅、 

         地域の方に貸しています。所有者の方は体調を崩しており売りたいとのこ

とです。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○の案件につきましては、旦那さんが亡くなられ奥さ

んが農業をされていましたが、知人に貸しており手入れできている畑です。

東向きで大変いいです。 

議    長   議案第５号農地等売渡あっせん申出の２件について、あっせんすることに

異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、あっせん委員さんを私の方から指名させてもらってよろしいで

すか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、１番については、地元の○○委員さん、○○委員さん、○○委

員さんにお願いします。２番については、地元の○○委員さん、○○委員

さん、○○委員さん、にお願いします。以上あっせんについて、委員さん

方ご苦労様ですが、よろしくお願いします。続きまして、報告第１号農地

法施行規則第５３条第１項第１４号による協議について、事務局からの説

明をお願いします。 

片井 企画員   ９ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は５９８㎡の内１０．８６㎡、賃貸人は○○○、

○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、機器装置、携帯

電話基地局です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に田、面積は６９７㎡の内１２．５０㎡、賃貸人は○○○、○○○

○、賃借人は○○○、○○○○、の設定、機器装置、携帯電話基地局です。

３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積

は１０３㎡の内９．００㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、
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○○○○、賃貸借権の設定、機器装置、携帯電話基地局です。４番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４８０㎡

の内１２．５０㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○

○、賃貸借権の設定、機器装置、携帯電話基地局です。以上４件、ご報告

申し上げます。 

議    長   只今の報告４件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。 

   それではその他の案件でございます。９月の県の農業会議に提出致しまし

た５条申請１件が無事答申されましたことご報告申し上げます。予定して

おりました案件すべて終了しましたが、皆さん方から、何かございません

か。 

○○番 委員   ○○番○○です。以前に部会があったと思いますが、あまり活動がないの 

で無くしても問題ないように思いますが事務局の見解はどうでしょうか。 

岡内  局長   農地法の改正で、部会を必ずおく必要がなくなってきています。必要に応 

じて部会の設置も考えています。 

議    長   昔は色々な部会がございましたが、問題も少なくなってきており、問題が 

ある場合、委員全員での取組と考えています。他にございますか。 

片井 企画員   事務局より、災害義援金について、処理させていただいたことを報告。  

   年金冊子の配布について。 

○○番 委員   ○○番○○です。中間管理機構の貸し借り・売買について、今年度のリホ 

―ム事業を利用して農地を購入する場合、必ず中間管理機構を通るため、 

手数料（１％）がかかりますが、どのような理由での手数料か機会があれ 

ば尋ねてもらえないでしょうか。 

議    長   尋ねてみます。他にございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   無ければ、長時間に亘り慎重にご審議いただきまして有難うございました。 

 

 

 

午後３時終了 

 


